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ビールの定義の拡大

○ 地域の特産品を用いた地ビールの開発を後押しする観点や、外国産ビールの実態を踏
まえ、平成３０年４月に、麦芽比率５０％以上の商品や、副原料として果実（果肉・果皮）
や一定の香味料を少量用いている商品を、ビールの定義に追加する。
（注）上記の追加副原料の重量は、麦芽の重量の５％までとする。

０％

主原料（麦芽、ホップ、水）

副原料（麦、米、とうもろこし等）

（麦芽又は麦を原料の一部としたもので「発泡性」を有するもの）

ビール

発泡酒

（改正後）
50％

（改正後）副原料の範囲に、
果実や一定の香味料(＊)を追加

100％

原料の範囲

麦
芽
比
率

67％

（＊） 一定の香味料とは、ビールに香り又は味を付けるために使用する、以下の物品をいう。

①果実
⑤野菜

②コリアンダー・その種
⑥そば・ごま

③香辛料（胡椒、山椒等）
⑦含糖質物（蜂蜜、黒糖等）・食塩・みそ

④ハーブ（カモミール、バジル等）
⑧花

⑨茶・コーヒー・ココア （これらの調製品を含む） ⑩かき（牡蠣）・こんぶ・わかめ・かつお節



220,000円/㎘
（77.00円/350mℓ換算）

200,000円/㎘
（70.00円/350mℓ換算）

181,000円/㎘
（63.35円/350mℓ換算）
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（麦芽比率25％未満）

令和５年10月令和２年10月 令和８年10月

155,000円/㎘
（54.25円/350mℓ換算）

134,250円/㎘
（46.99円/350mℓ換算）

80,000円/㎘
（28.00円/350mℓ換算）

108,000円/㎘
（37.80円/350mℓ換算）

○ ビール系飲料の税率については、令和８年１０月に、１㎘当たり155,000円（350㎖換算
54.25円）に一本化する。

○ 消費者の負担が急激に変動することとならないよう、税率見直しは３段階に分けて行
い、第１段階は令和２年１０月に、第２段階は令和５年１０月に実施する。

税率構造の見直し（ビール系飲料）



お酒の地理的表示(GI)とは？

○ お酒について「一定の基準」を満たして生産されたことと、「正しい産地」であることを示すのが

「酒類の地理的表示（GI）」です。

○ 例えば、地理的表示である「日本酒」と名乗るためには、原料の米に国内産米のみを使用（一定

の基準）し、日本国内（正しい産地）で製造される必要があります。

酒類の地理的表示の表示方法

※ 地理的表示「日本酒」は、表示しなくてもよいこととしています。

酒類の地理的表示の指定状況
（平成３１年３月現在）











買物袋の価格設定における留意点

１．商品との一体価格の表示

商品の価格とプラスチック製買物袋の価格を一体として表示する場合、プラ
スチック製買物袋の価格が明らかとなるように提示

２．1円以上の価格設定

1枚当たり1円未満の価格設定は有料化には当たらない

３．１枚ごとの値付け

複数枚のプラスチック製買物袋を提供する際、1枚ごとに代金を徴収

1枚目 3円 2枚目以降 無料

（ダメな例）

＋ ハンバーガーセット ￥735
（レジ袋代¥5を含む）

（例）

3枚で5円

（ダメな例）


